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日 時：10 月 3 日 16:10～18:00 場 所：保健省 

ペルー側： Dr. Altamilano 保健省顧問、Dr. Carlos Rodriguez 院長、Dr. Fernando
Urcia 部長、Dr.Pedrosa 国際協力局渉外課長、他 出席者 

日本側 ：表団長、Ms.Kishimoto JICA 職員、奥井、出口、寺邑 

協議事項： 表敬、総論説明、質疑 

１）主要確認事項は以下のとおり。 

①保健省は本件推進のために「リハビリテーション専門院新本部建設準備委員会」を

設立した。 

  ②SNIP 制度の概要と本案件への適用について説明を受ける。 

③本件については 8 ヶ月にわたって SNIP 制度のための技術的調査を行ってきた。そ

の結果が要請書に反映されているがまだ経済省に許可申請する段階ではない。 

④プロジェクト金額は合計 1427 万ドル、要請金額は 1073 万ドル（＝外来診療棟＋調

査教育棟、及び管理棟の建設並びに機材）であり、診療支援棟は要請金額に含まれ

ていない。 

⑤要請金額は大使館と相談しながら決めた。日本側の限度額は知っており、 初 600

万ドルであり、その後 1000 万ドルになった。その金額に合わせた。 

⑥不足額 350 万ドルは、国庫資金を他の保健分野の緊急課題のために支出する必要が

あったためそれの充当が困難であるので、世銀融資を考えている。 

⑦そのため完成時期がずれるが、期分けによって徐々に問題を解決して行くこととし

たいと国際協力局長は発言。これに対し調査団は「第１期の外来診療棟完成時には

診療支援部が完成していないことになるが、このような状況で外来診療部の活動が

出来るのか？」と IER 側にその意見について質問したところ、院長は期分けによる

整備は望ましくないと答え、期分けについてペ側に具体的・統一的な構想がある訳

ではなく、金額のつじつま合わせに過ぎないことが判明した。 

２）院長発言要旨 

  ①リハビリ需要高い。混雑し、受け入れ患者数も限られている。 

  ②現在規模を 2 倍にすることで問題を解決できると考えている。  

  ③IER には日本のリハビリセンターで研修を受けたものもおり、リハビリセンターの

あるべき姿に関して理解しているので、調査団の技術専門家と一緒になって適正規

模を見直して結論を得たい。 

３）団長発言要旨 

①今から他のドナーの介入を前提として進めるのは困難であると考えられる。無償＋

見返資金の活用とするのが良いと思われる。 

②プライオリティーをつけて高いものを実施することとしてはどうか？ 
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協議議事録 

日 時：10 月４日 10:10～15:30 場 所：IER 

ペルー側：Dr. Carlos Rodriguez 院長、Dr. Fernando Urcia 部長、他数名 出席者 

 日本側 ：表団長、奥井、出口、寺邑 

協議事項：院内視察、問題点説明、質疑、請求資料の確認、サイト視察 

１）院内視察 

  建物は患者数、活動量に比して極めて狭いが、清掃が行き渡り非常にきれいに使われ

ている。施設整備の必要性は明白であるとともに、的確な維持管理が行われる可能性

が高い。 

２）プロジェクトの目的（ペ側説明） 

現実の診療需要にこたえ、一人当たりの必要診療回数を確保し、診療待ち患者を減少

させるため、施設改善に加えてスタッフの増員を行うとともに、教育研究活動の拡充

を図りリハビリの中枢機関としての使命を果たす。 

３）スタッフの増員 

医師 30 人の増員計画があり、保健省内部の承認は得られている、と説明。 

４）請求資料の確認 

①既存建物面積表、平面図あり。②サイトの測量平面図（PRONIEM 作成）あり。 

③計画にかかる図面は要請書に示された簡単な概念図以外に図面は存在しない。 

 

協議議事録 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時：10 月 5 日 10:10～14:00 場 所：IER 

ペルー側： Dr. Fernando Urcia 部長、Mr. Diaz 国際協力局コンサルタント、
Ms. Erica PRONIEM 建築技師 出席者 

日本側 ：奥井、寺邑 

協議事項：要請計画案策定方法、SNIP 制度、プロジェクト実施体制 

１）要請計画案策定方法   

  要請計画案の策定経緯、方法、について説明を受け概要を理解した。 

２）SNIP 制度 

2004 年 1 月から発効した SNIP 制度につき詳しい説明を受け、概要を理解した。 

３）プロジェクト実施体制 

①保健省は 2004 年 9 月、IER 新本部の建設と機材整備にかかるタスクフォースを結

成する大臣通達を発令した。メンバーは Dr. Altamirano 大臣顧問以下、Dr. 

Rodriguez IER 院長、Dr. Rolando PRONIEM 局長、Dr. Pedroza 国際協力局渉外長  

②IER は 2004 年 10 月、本件実施のための IER 新本部（建設）委員会を結成した。 

メンバーは前院長 Dr. Rómulo Alcala を委員長とし、Dr. Fernando Urcia 運動機

能障害リハ部長を副委員長とする合計 7 名。 
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協議議事録 

日 時：10 月 7 日 15:00～17:00 場 所：IER 

ペルー側：Dr. Carlos Rodriguez 院長、Dr. Fernando Urcia 部長、Lic. H. Montero
企画部長 

出席者 

 
日本側 ：奥井、寺邑 

協議事項：日側協力範囲の絞り込み対処方針 

表団長より示された予算限度にどのように対応するかについて、「ぺ」国側より対案が示

されない場合には、奥井よりヒントを与えて優先整備案を提出させると言う大使館での確

認に基づき奥井が以下のヒントを提示。 

  ①本院の問題点の解決にこの機会を逃がさない。 

  ②本件一回で目的を達成するのではなく、今回はその第一歩とし、長期計画で実現す

る。既存施設は本件完了後も引き続き使用する。二箇所での運営。 

 

「ぺ」国側は上記提案に概ね賛同した。幾つかの質問、意見交換の結果、上記提案に基づ

いて院内で協議を行い 終要請案を 10 月 10 日夕方に提示すると約束。 

 

協議議事録 

 日 時：10 月 12 日 10:00～11:30 場 所：精神衛生センター“野口” 

ペルー側：Dr. M. Nizama 院長、Dr. Y. Gutierrez 副院長、Dr.Tovar 精神医  
出席者 

日本側 ：出口、東恩納（現地通訳） 

協議事項：IER における精神障害リハビリテーションとの比較 

１）IER には熟練の小児精神科医が存在しないため、当センターから専門医を派遣し 

  てスタッフの教育にあたっていたが、5～6 年前から派遣が中断している。 

２）小児精神治療は、障害を取り除く前に異常行動及び言動の原因を探ることが も 

  重要であり、家族をも含めたカウンセリングが必要である。 

３）当センターの意見では、IER における精神障害リハビリテーションは、総合的に 

  必要な対応及び処置の一部だけを行なっていると判断される。 
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協議議事録 

日 時：10 月 13 日 10:00～11:30 場 所：IER 

ペルー側：Dr. Fernando Urcia 運動リハ部長、Ms. Diana Cam 理学療法士  
出席者 

日 本 側：出口、東恩納（現地通訳） 

協議事項：要請機材の仕様確認と仕様変更の提案（１） 

１）精神機能障害リハビリテーション用機材を要請機材から削除する。 

２）小型冷蔵庫は、小児感覚刺激用の氷を製氷及び溶解させる汎用冷蔵庫である。 

３）頚椎用湿式温パックヒーターは要請機材から削除し、要請機材の標準型ヒーター 

  で対応する。同機材は、頚椎用小型パックに対応出来る仕様とする。 

４）頚椎・腰椎牽引器は二人用を 1 台の要請に変更する。 

５）褥瘡処理器具は研究中の手法であるため、同名称は使用せず、一般電気刺激装置 

  の適用を基本設計調査において検討する。 

６）磁力式階段昇降機は足踏み式運動器であるが、運動機能障害リハビリテーション 

  には不適当と判断され、基本設計調査において検討する。 

７）マルチジム及びミニジムはフィットネスマシンであり、運動機能障害リハビリテ 

  ーションには不向きであるため、マルチフレーム型各種運動器に変更する。 

８）歩行訓練用階段は、肋木のことである。 

 

協議議事録 

 日 時：10 月 13 日 15:00～16:00 場 所：IER 

ペルー側：Dr. Carlos Rodriguez 院長、Dr. Alcala 前院長、Dr. Fernando Urcia
部長、Lic. H. Montero 企画部長、Dra Adriana Flores,IER 創立者 出席者 

日本側 ：奥井、寺邑 

協議事項：日秘分担事項にかかるペ側要望の確認 

去る 10 月 7 日の協議を踏まえ「ぺ」国側は 終要請内容として以下を提案した。 

１）「ぺ」国側の要望 

日本側コンポーネントは、今次計画のコンポーネントのうち運動機能障害リハビリテ

ーション外来診療部と診療支援施設とする。なお、要請書にもれた職業リハビリテー

ション部は診療支援部に属するので、その施設 576 ㎡を日本側分担として追加要請し

た。合計要請面積 7,206 ㎡。 

２）「ぺ」国側の負担事項 

今次計画において「ぺ」国側は、中央滅菌材料室、病棟およびサービス部門の 50%、

ならびに 小限の管理部門の施設（合計 2,150 ㎡）整備を日本側コンポーネントと併

行して実施する。財源は見返り資金を想定。 
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協議議事録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協議議事録 

日 時：10 月 20 日 16:00～18:00 場 所：IER 

ペルー側：Dr. Fernando Urcia 運動リハ部長 
出席者 

日 本 側：佐久間、芳沢、奥井、出口、寺邑 

協議事項：要請機材（動作分析装置、CT 検査装置、卓上骨密度検査装置）の妥当性 

１）動作分析装置に関し、スポーツ医学や人間工学に関する研究機材であり運動機能 

  障害リハビリテーションとの関連性が薄いことから妥当性は極めて低いと指摘し 

  たが、リハビリテーション専門センターは障害器官の特定に有用であると主張し 

  基本設計調査における協議を強く要請したため、持ち越し事項とする。 

２）CT 検査装置に関し、検査の有用性は認識するも、現在は院外医療機関において検 

  査が行なわれていること、検査必要患者数や保守能力に関する情報が不足している 

  ことなどから、更に妥当性の調査を継続し、同センターは必要な情報を提供する。 

３）卓上骨密度検査装置に関し、骨粗鬆症検査用であり運動機能リハビリテーション 

  との関連性が薄いことから妥当性は極めて低いと指摘したが、同センターは入院 

  患者の経過観察に有用であると主張し基本設計調査における協議を強く要請した 

  ため、持ち越し事項とする。 

 

 

日 時：10 月 14 日 14:00～17:00 場 所：IER 

ペルー側：Dr. Fernando Urcia 運動リハ部長、Ms. Diana Cam 理学療法士 
出席者 

日本側 ：出口、東恩納（現地通訳） 

協議事項：要請機材の仕様確認と仕様変更の提案（２） 

１）電動式患者輸送機とは、ハバードタンク用天井走行リフトである。 

２）データ表示用プロジェクターは、医学研修生に対して院内講義を行なう際に使用 

  する、PC 接続用の汎用プロジェクターである。 

３）ハバードタンクは、現在の問題点を解決するために、 

  ａ）タンク内で循環させながら温度を保つ保温機能付き 

  ｂ）タンク内の浮遊物を除去するフィルター機能付き 

  を検討すると共に、耐食性に優れた SUS316 を材質として推奨する。 

４）治療用プールは、施設建設側で対応するため、要請機材から削除する。 

５）治療用プールで使用する平行棒及び椅子を要請機材として追加し、耐食性に優れ 

  た SUS316 を材質として推奨する。 

６）患者搬送用リフトは、治療用プールに使用する天井走行リフトである。 
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協議議事録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協議議事録 

日 時：10 月 24 日 10:10～13:00 場 所：保健省国際協力局会議室 

ペルー側：Mr. Diaz 国際協力局コンサルタント、Ms. Erica PRONIEM 建築技師 
出席者 

日 本 側：奥井、寺邑 

協議事項：プロファイルレポートの内容、および SNIP 制度の再確認 

１）プロファイルレポート 

  ①潜在需要の設定式と根拠について確認し、矛盾点について指摘した。 

  ②運営費用の算定方法、運営費の財源に対する考え方について確認し、想定財源（＝

診療収入増）の非現実性、運営の破綻の可能性を指摘し、施設規模設定方法の改善

の必要性を指摘した。 

  ③主要諸室の規模設定根拠を確認した。 

２）SNIP 制度 

  ①経済評価と財務評価を実施するのはどの時点か確認したところ、それらは事前検討

の各段階でそれぞれの精度に応じて行うことが明らかにされた。 

  ②プレ FS と FS の違い主な違いは、プレ FS が複数の代替案のうちから１案に絞り込

むのに対して FS では絞られた案につき、より具体的な数値・情報を用いて妥当性

を精査する。 

  ③案件の実施が認められた後のモニタリングの方法については、現在財務省で開発中

である。 

 

日 時：10 月 24 日 10:00～11:30 場 所：IER 

ペルー側：Lic H. Montero 企画部長、経理担当者 2 名 
出席者 

日本側 ：出口、東恩納（現地通訳） 

協議事項：2002～2004 年収支報告書内容の確認 

１）予備調査団の質問票に対する回答としてリハビリテーション専門センターが提出 

  した 2002～2004 年収支報告書は、収入額に前年度繰越金が計上されるも支出額 

  と一致していない。 

２）不一致の原因①として、保健省から支給された予算額（収入）の内、使用しなか 

  った金額（国庫返納金、支出）を別勘定として扱い、支出に計上していないこと 

  があげられる。 

３）原因②として、診察予約金を支払い（収入）ながら診察を受けなかった患者に返 

  金すべき金額（患者払戻金、支出）として別勘定として扱い、支出に計上してい 

  ないことがあげられる。 

４）国庫返納金及び患者払戻金を支出に加算して再計算を行ない、収支報告書の収入 

  総額と支出総額が一致することを確認した。 
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協議議事録 

日 時：10 月 24 日 17:30～19:30 場 所：IER 

ペルー側：Dr. Carlos Rodriguez 院長、Dr. Fernando Urcia 運動リハ部長 
出席者 

日 本 側：出口、東恩納（現地通訳） 

協議事項：CT 検査の必要性、機材保守管理体制、義肢装具製作用機材の要請内容 

１）CT 検査装置に関し、月平均 400 名近い脳障害患者の９割強及び入院患者全員に 

  CT 検査が必要であること、私立病院は検査費用が高いこと、他院では予約後検 

  査まで 1 ヵ月以上かかること、機材代理店の保守サービスは充実しており 1997 年 

  に我が国が CT 装置を無償供与した実績があることなどから、必要性及び供与の 

  妥当性は高いと判断する。 

２）機材故障の発見から機材代理店への修理発注までに 4 ヶ月以上を要しており、上 

  層部による関係部署の監視及び指導を強化すると共に、基本設計調査にて保守管 

  理体制の改善に関して協議を行う必要がある。 

３）義肢装具製作用機材は、既存機材の入れ替え及び台数増加を基本とした上で、効率 

  的作業のための新たな機器及び工具類の導入にも配慮し、基本設計調査において 

  義肢装具製作科長も交えて機材の内容について協議する。 
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付属資料 

 

１．ペルー国の現状 

（１）社会状況及び我が国との関係 

    ペルー国は、南米大陸西海岸沿いのほぼ中央（南緯 3 度から 18 度、西経 69 度から 81 度）に

位置し、エクアドル、コロンビア、ブラジル、ボリビア、チリと国境を接し、太平洋に面して

いる。128 万 5200 ㎡（日本の約 3.4 倍）ある国土は、大きく分けて海岸砂漠地域（コスタ）、

アンデス山脈に広がる山岳地域（シェラ）、アマゾンに続く森林地帯（セルバ）からなり、2794

万 7000 人（日本の約 1/5）いる人口の過半数は、首都リマがある海岸砂漠地域に生活する。 

    ペルー国は南米の中で 初に日本と国交を結んだ（1873 年）国であり、1899   

   年には約 800 人の日本人が移住し、その後 1920 年まで続いた集団移民の総数は 1 万 5000 人に

及んだ。首都リマには日秘文化会館があり、1999 年には移住 100 周年を記念した様々なイベン

トが催されている。このような歴史的友好関係を基盤に、両国間の通商関係は活発に行なわれ

ており、我が国はペルー国にとって、とりわけ鉱物資源に関する重要な輸出先であり、同国は

我が国から、自動車、電気機器等の工業製品を多く輸入している。 

    1980 年代後半の保護主義的な経済政策によって一時は経済状態が超インフレに陥ったが、

1990 年に成立したフジモリ政権は民主化及び市場経済化政策によりこれを沈静化した。麻薬や

テロ活動の根源ともなる貧困対策にも意欲的に取り組む同政府に対し、我が国は積極的な支援

を行なってきた。1991 年 7 月の JICA 専門家殺害事件以来、1996 年 12 月の大使公邸占拠事件も

重なり、派遣員の安全確保上、協力を限定的なものとした時期が凡そ 8 年間に及んだが、その

後は治安も安定している。 

    ペルー国政府の努力と、我が国を含めた各国ドナーからの援助により、これまで様々な分野

で改善が見られている。1990 年に 54 人であった乳児死亡率は、2000 年に 32 人（1000 人当り）

に減少し、出産時死亡率についても、1993 年の 265 人から 2000 年には 185 人（10 万人当り）

に減少している。教育分野では、中等教育へのアクセスが改善された結果、都市部における就

学率が 1997 年から 2001 年の 4 年間で 74％に上昇（3.5％増加）し、地方においても 44％に上

昇（7％増加）している。他方で、経済改革に伴う一時的な景気後退が、社会的弱者に大きく影

響を及ぼした。1997 年から 2001 年の 4 年間で、貧困層は人口全体の 54.8％に達し、 貧困層

も 24.4％となっている。2004 年の統計によれば、一人当たりの GNP は 2,020 米ドル、GDP 上昇

率は 5.1％となっており、先の貧困層増加の統計と比較して、ペルー国において所得格差が増

大していることが読み取れる。 

    2001 年 7 月、一時的な政治的混乱を経て現トレド政権が成立し、それまでの経済政策を踏襲

する形で、同国政府は現在も改革に取り組んでいる。2006 年 4 月には大統領選挙が予定されて

おり、その行方が注目されている。   

 

（２）保健医療分野の状況 

 １）全体概況 

2003 年の WHO 統計では、ペルー国の平均寿命は、女性 73 歳、男性 68 歳で、国民全体では 70

歳となっており、これは中南米 33 カ国中で 18 位（同位が 6 カ国）となっている。1000 人あた
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りの 5 歳未満小児死亡率は、女児が 32 人、男児が 36 人で、中南米で 22 位、1000 人あたりの

15～59 歳における死亡率は、女性が 133 人、男性が 193 人で、中南米で 12 位である。 

出生時の予防接種は全般的に普及しており、WHO の調査によれば、DTP３（ジフテリア、破傷

風、百日咳）は 90％の接種と答えた州が全体の 80％、80～90％の接種と答えた州が 12％、50

～79％と答えた州が８％で、50％未満との回答は０％であった。 

アマゾンに続く森林地帯は、マラリア感染の危険地帯である。又、同地域周辺は黄熱病の発

生区域でもあり、本年 10 月に、21 名の感染者（内、14 名が死亡）が WHO に報告され、感染の

広がりを防ぐために大量のワクチンが供給された。2001 年 6 月にも、８名が感染し、内２名が

死亡したことが報告されている。 

2002 年統計では、HIV 感染者数は約 7 万人、エイズ患者は約 1 万 1 千人で、その多くが 20～

35 歳の青年層である。  

  

 ２）障害者とリハビリテーション医療 

   a ）障害者の現状 

      ペルー国では、国民の 45％が何らかの心身上の損傷（impairment）を受けた状態であり、

31.28％はそれによる能力低下（disability）を持ち、その内の 12％は専門的な処置が必要

とされている。WHO（世界保健機構）は、様々な疾病による結果を層序的に示しており、①機

能・形態障害（impairment）、②能力低下（disability）、③社会的不利（handicap）の３段

階に区別している。例えば、外傷によって手首の神経に損傷を受けた場合、①は神経麻痺、

②はそれによる握力の低下で工具が持てない状態、③はそれにより工場での職を追われた状

態、となる。②に該当する 31.28％     は、現在の人口から計算すると約 860 万人で

あるが、その内、就業年齢にある人は 200 万人とされており、実際、生産的労働に就いてい

る人は 11％にしか過ぎず、89％の人々は、公的援助、被扶養状態、若しくは、物乞いによる

僅かの収入に頼っている。ペルー国政府が 2001 年に保健医療に投資した予算は 523 百万米ド

ルであるが、障害を持った人々に対する医療サービスに投資された予算は２百万米ドルであ

り、保健医療全体予算の僅か１％にも満たない数値となっている。 

 このような社会的不利は、就労年齢者だけの問題ではない。80 万人の就学年齢にある子供

達が何らかの障害を持っているとされる。この内、７万１千人が、約 400 校ある特殊学校で

就学しており、全体の９％にも満たない状態である。2003 年に一般教育に投資された予算は

675 百万米ドルであるが、その内、障害者のための特殊教育に投資された予算は 7.3 百万米

ドルであり、１％を若干上回る程度に止まっている。 

   ｂ）リハビリテーション医療 

 このような、何らかの障害を持った人々に対して行なう医療サービスが、リハビリテーシ

ョン（Rehabilitation）である。リハビリテーションとは「回復」を意味し、障害を持ちな

がら社会復帰する人々を支援する学問（医学）であり、技術（医療）である。リハビリテー

ションが分野として成立したのは医療と看護よりかなり遅く、成立当時はこれらの２分野に

対して「第三の医療」と呼ばれていた。その起源には諸説があるが、 も顕著なものは第一

次世界大戦であり、多くの戦傷者を職場復帰させるため、世界で初めてのリハビリテーショ

ン部門が米国陸軍病院に設置（1917 年）された。第二次世界大戦後は、さらにその重要性が

認識され、同じく米国で「全国リハビリテーション評議会」が 1942 年に開催され、専門技術
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者を養成する必要性が提唱され、PT（理学療法士）、OT（作業療法士）の誕生へと繋がった。 

リハビリテーションにおける基本的アプローチは、先述の３段階によっ 

て以下のように分類される。 

①機能・形態障害（impairment）に対する治療的アプロ－チ 

 ・麻痺（末梢性、中枢性）、失調性、その他の身体的障害の回復促進 

・合併症、特に廃用症候群の予防と治療 

・高次脳機能障害（失語、失行、失認など）の回復促進 

②能力障害（disability）に対する代償的アプローチ 

 ・健常部、健常機能の強化と開発による能力回復 

 ・義肢装具、車椅子などの機器による能力拡大 

 ・日常生活行為、社会生活行為、職業能力などの能力向上 

③社会的不利（handicap）に対する環境改善的アプローチ 

・家族への指導 

 ・職業訓練所への紹介などによる職業復帰の支援 

 ・生活の質の向上に向けた社会的サービスの斡旋や紹介 

・介護者の確保、公的福祉サービスの斡旋や紹介 

 

 これらのアプローチを適切に行なうために、リハビリテーション医学に特有な以下のよう

な治療やケアを、主に専門技術者が行なう。 

①理学療法 

・物理療法 

 温熱、電気、音波、光線、機械力などを利用して、疼痛、拘縮、循環障害を緩和する。

伝導性温熱療法（ホットパック、パラフィン、冷温パックなど）、水治療法（ハバードタ

ンクなど）、光線療法（レーザー、  赤外線など）、電気療法（テンスなど）、磁気療法

（磁気コイルなど）、機械的療法（牽引器など）などに分けられる。 

・運動療法 

  筋力増強訓練、関節可動域訓練、体力増強など 

    ②作業療法 

・機能的作業療法 

 木工、金工、陶芸などの作業を通じて、筋力低下、拘縮、知能障害、高次脳機能障害

の改善を行なう。 

・日常生活動作訓練 

 日常生活環境を再現した中で動作訓練を行なう。 

・職業前訓練 

 職業リハビリテーションへの準備段階として、作業能力の改善を行う。 

    ③言語聴覚療法 

      失語症、麻痺性構音障害、摂食・嚥下障害の改善を行なう。 

    ④補装具・補助具 

      義肢、装具、車椅子、杖などで代替機能を確保する。 

    ⑤リハビリテーション看護 
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      病棟において日常生活動作訓練を継続し、看護師が介助・指導する。 

    ⑥ソーシャルワーク 

     社会的不利に対する解決に、患者や家族が取り組めるよう援助する。 

  ｃ ）ペルー国におけるリハビリテーションの現状 

 保健省統計によれば、2004 年にリハビリテーションサービスを受けた患者数は、113,209 名

となっている。先述の、「専門的処置が必要とされる」12％は、約 103 万人であるから、凡そ

10 人に１人しか専門的サービスを受けられていない計算になる。以下に、2002 年から 2004 年

の３年間にリハビリテーション治療を受けた患者数とその診断名について記載する。 
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ペルー全国で診断に基づきリハビリテーションサービスを受けた患者数（2002 – 2004） 

診断名 2002 2003 2004 

 脳性麻痺および精神運動発達障害   5,036 5,761 6,256 

 コミュニケーション能力低下により起こる障害 8,132 7,573 9,252 

 脳神経系運動障害 4,451 4,171 5,839 

 神経系脊髄損傷運動障害  1,707 1,917 2,628 

 末梢神経系運動障害          7,780 5,934 6,424 

 他の疾病による神経系運動障害   1,325 728 996 

 関節リウマチ病による運動障害    6,476 5,477 7,978 

 関節外リウマチ病による運動障害  23,642 17,931 28,928 

 切断による運動障害 693 826 1,280 

 他の外傷による運動障害  6,796 5,172 8,378 

 姿勢の変調による運動障害 15,266 12,702 12,258 

 学習、知識適用と宿題を行う精神機能障害 5,047 4,885 5,954 

 精神遅滞による精神機能障害 2,535 2,593 3,090 

 精神障害による精神機能障害 3,269 3,767 6,071 

 循環器の障害 150 269 312 

 皮膚および皮下組織の障害 212 98 168 

 内分泌線、栄養、代謝の障害 120 168 300 

 呼吸器の障害 556 385 763 

 消化器の障害 27 13 22 

 眼とその付属物の障害 57 27 24 

 血液病および造血器官の障害 8 9 11 

 性器泌尿器の障害 35 25 25 

 腫瘍による障害 153 191 207 

 外傷を原因とするその他の障害 564 550 598 

 伝染病および寄生虫病による障害  194 128 234 

 周産期外傷による障害 26 16 31 

 先天性奇形による障害 454 299 482 

 その他の診断 5,678 4,670 4,700 

 合計:  
100,389 86,285

113,20

9 

 

 各診断名における患者の年齢分布が不明ではあるが、 も患者数の多い「関節外リウマチ病

による運動障害」やその次に多い「姿勢の変調による運動障害」は、ペルー国の社会平均年齢

の高齢化が影響していると思われる。 

外傷が原因と考えられる診断名（脳神経、脊髄、切断に関する障害）が顕著に増加している原

因は、自動車社会に対応していない交通事情（無信号の交差点が非常に多い、ミニバスの氾濫、
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低い交通マナーなど）による事故の多発、危険な鉱山労働環境などが大きく関係していると考

えられる。 

 脊髄損傷による症状は、運動障害以外にも、感覚障害、異常反射、呼吸機能障害、直腸膀胱

障害、自律神経機能障害。性機能障害など様々で、これらに分類された中には、主原因が脊髄

損傷によるものであることも考えられる。 

      リハビリテーションを必要とする需要総数に対して、その約１割程度しかサービ

スが供給されていない理由は、前項で触れた「リハビリテーションが未だ半世紀余りの歴史し

か持たない、比較的新しい医療」であることに多いに関係している。複数の分類が異なる医療

機関（カイエタノ・エレディア国立病院、地域精神衛生センター・野口、アカプルコ保健所）

で聴取したところ、個々にリハビリテーション医療は行なっているが、規模は小さく、例えば

カイエタノ・エレディア国立病院は、内科・外科・小児科・感染症科・産婦人科・救命救急な

どが揃った 1969 年設立の 600 床を誇る総合病院であるが、リハビリテーションは病院敷地内の

片隅にある薬局の一部を改造して行なっているに過ぎず、本年８月の運動機能障害に関する治

療件数は 341 件で、１日に 15 名足らずの患者しか受け入れられていない。同 PT 長によれば、

リハビリテーション治療部門を新設する際、将来的な重要性の認識が薄かったために、当初は

窓の無い地階の一室を利用したが、患者が増えて不満が強くなったため、現在の場所に移動し

たとのことであった。同リハビリテーション室では、機材がある程度の大きさになる水治療は

行なっておらず、運動療法は治療ベッドの上でマッサージを行なう程度である。同 PT 長によれ

ば、同病院は例外ではなく、殆ど全ての総合病院では、リハビリテーション部門は小さく、部

屋は狭く、機材も非常に限られているとのことであった。 

ｄ ）ペルー国政府の対策 

この状況の中、ペルー国政府は、「障害者の機会均等計画 2003－2007 年」を策定し、勅令 No.

００９－２００３－MINDES によってこれを承認した。同計画書には、関係する各項目について

以下のように計画の目的を定めている。 

①保健 

家族及び地域の積極的な参加により、障害者が保健の統合サービスとリハビリテーション

にアクセスすること、及びカバー率を高めること。 

②教育 

 包括的な枠組みの中での教育へのアクセスと、無料で質の高い教育を受けることを保証す

ること。 

③労働 

 障害者の雇用者或いは雇用主として、適切な就労へのアクセス及び就労機会の増加を促進

すること。 

④住宅、建築と改修 

 障害者に適した住宅へのアクセスの権利を促進すること。 

⑤輸送とコミュニケーション 

 輸送とコミュニケーションにおける物理的バリアを段階的に取り除くこと。 

⑥社会 

 全国レベルで、経済的・社会的・文化的な企画や意思決定など、人間活動のあらゆる側面

における障害者参加のレベルを高めること。 
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また、同計画書は、障害者の存在と、現存する障害者に対する不平等を正しく認識し、障害

者と共生する社会造りを目指す国家方針を述べたものとして注目される。特に保健の項目で述

べている内容は、Community-based Rehabilitation（地域レベルで、地域に住む障害者のケア

と援助を促進し、共生しようとする、WHO も強くその振興を推奨している概念。CBR と略される）

の促進と積極的活用を意図したものであり、そのためには、リハビリテーション専門技術者の

育成促進を図り、技術を地域に広めていくことが前提となる。行政執行部は「同計画を以って、

障害者がその権利にアクセスし、これを享受し、行使することを可能にするための補償的かつ

積極的な促進手段を講じる」との、自らのコミットメントを再確認する発言を行なっている。 

 さらに、「2001 年から 2012 年の保健省分野政策大綱及び 2001 年 8 月から 2006 年 7 月の分野

戦略 5 年計画のための基本原則」が制定されており、係る期間における保健政策の一般方針と

して「保健の民主化」が示され、国民の基本的権利の一つとして、「障害がある場合には、治療

およびリハビリテーションを受けること」と明記されている。 

 

（３）援助状況・動向 

 １）我が国の援助状況・動向 

    1998 年 2 月、ペルー国政府と我が国経済協力総合調査団との間で中長期的な経済協力の方向

性が協議され、その合意に基づき、我が国は 2000 年 8 月、「対ペルー国別援助計画」を発表し、

以下の分野をペルー国に対する援助重点分野と位置付けた。 

   ａ）貧困対策 

     農業生産インフラと方法の近代化、上下水道整備、コカ葉代替作物の栽培 

   ｂ）社会セクター支援 

     教育（研修、機材）、母子保健、家族計画の推進、保健・医療施設（機材） 

   ｃ）経済基盤整備 

     運輸、電力、通信・放送等の経済インフラ整備、農林水産業の体質強化と 

     改善、鉱山開発及びエネルギー開発の推進、観光開発 

   ｄ）環境保全 

      大気汚染・水質汚濁対策、廃棄物処理、産業公害対策等の公害問題対策、 

     温暖化等の地球環境問題対策 

 

 更に同協議では、ペルー国の所得水準が一般無償援助対象国の基準を上回ってきたこと

から、1999 年より資金協力の形態を、無償資金協力から有償資金協力へと段階的に移行し

ていくことでも合意している。2004 年度までの我が国のペルー国に対する援助実績は、円

借款 3,583 億円（E/N ベース）、無償資金協力 544 億円（E/N ベース）、技術協力 419 億円（JICA

経費実績ベース）である。以下に、1999 年以降の無償資金協力実績と主な案件名（E/N ベ

ースで 1.0 億円以上）を記す。 
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過去６年間のペルー共和国向け無償援助実績表（金額：億円） 

年度 主な案件名 金額 

日本･ペルー友好病院建設計画（1/2）  5.10 

乳幼児栄養改善計画   2.00 

北部国境地域給水計画  10.20 

食糧増産援助   5.00 

その他  3.32 

1999 年 

                  合計 25.62 

日本・ペルー友好病院建設計画（2/2） 18.40 

食糧増産援助   5.00 

その他  2.16 
2000 年 

                  合計 25.56 

2001 年 草の根無償 22 件、他          2.98 

2002 年 草の根無償 31 件、他          3.15 

2003 年 草の根・人間の安全保障無償 34 件、他  3.16 

2004 年 草の根無償 25 件、他  1.81 

      既述の協議において、草の根無償資金協力については貧困対策の観点から効果が高いと

判断し、地方や山岳地帯を対象とする案件を中心に継続することが確認されており、近年

は、草の根無償中心の援助となっている。  

 

２）他国・機関の援助状況・動向等 

    「ペ」国に対する援助は、これまで日米が中心となって行なってきている。 

   以下に、2000～2002 年の主要ドナー国の援助額と国際機関による援助状況を示す。 

 

主要ドナー国の援助額（単位：百万ドル、DAC 集計ベース） 

 

 

 

     

 

 1 位 ２位 ３位 ４位 

2000 年 日本 191.7 米国 92.3 ﾄﾞｲﾂ 34.0 ｽﾍﾟｲﾝ 18.5

2001 年 米国 161.6 日本 156.5 ｽﾍﾟｲﾝ 29.1 ｵﾗﾝﾀﾞ 24.5

2002 年 米国 143.6 日本 119.6 英国 84.4 ｽﾍﾟｲﾝ 31.9
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主要国際機関の援助額（単位：百万ドル、DAC 集計ベース） 

 

 

              

                    

 

       CEC  （欧州共同体委員会） 

                   UNFPA  （国連人口活動基金）  

                   UNTA  （国連通常技術支援計画）  

                   WFP    （世界食料計画） 

 2002 年に、政府と各国ドナー間の援助協調及び連携を目的として新援助庁が「ペ」国政府に

設立されたが、包括的な枠組みの中で多くのドナーが参加するような援助協調の例はない。  

 

２．プロジェクトを取り巻く状況 

（１）既存施設のインフラの状況 

１）電   力 

   ａ）引き込み 

建物の道路に面した建物の一部が電力会社の変電室となっており、そこから建物の道路

に近いところに設けた積算電力計を経由して義肢装具製作所建物にある受電室へ引き込ま

れ、要所へ配電されている。 

ｂ）電  圧 

 220V、60Hz、3 相 3 線式 

ｃ）電気設備容量 

80KW、通常使用電流：200A 程度、 大 250A 程度 

ｄ）非常用発電機 

100KW のディーゼル発電機が機械室に 1 台設置されており、全設備をカバーしている。

ただし古くて実際の能力はそこまで無いとのこと。停電は月に２回ほどあるが、運転方式

が自動ではないのでその都度手動で運転している。係員が居ない夜間の病棟への非常用電

力は、操作が容易なポータブル発電機から供給されるよう回路が結線されており、当直職

員が機械室へ来て始動させる。 

 

２）電  話 

   ａ）外線＝ 12 回線 

ｂ）内線＝280 回線 

 

３）水  道 

   ａ）引き込み 

前面道路に埋設された本管（φ250）より 2 本のφ50 引き込み管で敷地内の受水槽に引

き込まれている。受水槽は地下埋設式で鉄筋のコンクリート製、容量＝約 120 ㎥である。

現在その上に上屋が建てられ木工作業所となっている。 

 1 位 2 位 3 位 4 位 

2000 年 CEC 24.1 WFP 3.9 UNTA 2.0 UNFPA 1.4 

2001 年 CEC 21.4 UNTA 2.1 UNFPA 1.6 WFP 1.3 

2002 年 CEC 11.3 UNFPA 6.4 UNTA 2.2 WFP 2.1 
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ｂ）高架水槽 

鉄筋コンクリート製、高さ 15m、容量＝約 30 ㎥で、機械室に設置されたポンプで揚水さ

れ、要所に重力式にて給水されている。 

 

４）下  水 

   ａ）集水と放流 

建物要所からφ100 の配水管で敷地内 終汚水枡へ導かれ、そこからはφ250 の排水管で

前面道路に埋設された下水本管へ放流されている。 

   ｂ）下水処理 

下水道はカヤオ市の管轄である。汚水は下水本管から未処理のまま海へ直接放流されて

いる。 

 

５）廃棄物処理 

   ａ）一般廃棄物 

院内はガラス・ビン等からなる危険物、金属･プラスチック、一般ごみ、に分けて集荷さ

れている。その処分はカヤオ市の収集車が改修しているが、分別されたものが同じ収集車

にて回収され、市の処分場で埋め立て処分されている。 

ｂ）生ごみ 

生ごみは厨房で分別され、家畜のえさとして専門業者によって回収されている。 

ｃ）医療廃棄物 

医療廃棄物のうち感染源となる恐れのある廃棄物は、医療関係者がその都度現場で分別

し処理は業者に委託している。 

６）院内設備概要 

   ａ）空調設備 

人が多く集まる講堂、密閉する検査室、X 線室、熱を発生するコンピュータ室、及び院

長室に冷房設備がある。暖房設備はない。 

ｂ）給湯、蒸気供給設備 

機械室には給湯用のボイラーと洗濯室、並びに中央滅菌材料室のオートクレーブへ供給

する蒸気用のボイラーが設置され稼動している。 

 

（２）施工・調達事情等 

 １）建設事情 

   ｂ）建設会社 

ペルー国には CAPECO という建設業者の団体があり、約 500 社が加盟している。リマ市内

に見られる多くの建物がこれらの会社によって建設されている。リマ市内で各種の建物を

概括する限りでは建築精度はかなり高く、技術的な問題はあまりないと考えられる。 

   ｃ）コンサルタント 

建設設計の有資格者は専門家団体の会員であることであるが、その数は建築学会会員＝

約 4,000 人、構造・土木学会会員＝約 6,000 人、給排衛生設備学会会員＝約 250 人、機械・

電気設備学会会員＝約 1,000 人である。 
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ｄ）建設資材 

セメント・骨材・鉄筋等の基幹資材、ペンキ、タイル、建具金物、衛生陶器、電線類、

及び配管材は国産品があるが、輸入材も多く出回っているとのことである。輸入元国はア

メリカ、及びブラジル、ベネズエラ、コロンビア等の南米諸国、及び中国である。輸入材

料は特殊資材を除いてほぼ常備されているとのことである。 

   ｅ）建設工事費 

①現地建設工事費 

保健省や建設業協会で聴聞したところ国立病院は㎡当たり＄600 あれば十分であり、

高級分譲住宅の建設費は建設業協会の試算では 660 ドル／㎡程度である。またローコス

ト集合住宅に至っては 245 ドル／㎡という積み上げ積算例が建設業協会の雑誌に発表さ

れている。 

②想定事業費単価の見直し 

現地調査へ出発する前には日秘友好病院の事例（230,000 円／㎡）等から本プロジェ

クトの建設費単価を 200,000 円／㎡と想定したが、現地で情報収集した結果、従前の想

定を下方修正する必要があると判断した。 

     ③工事単価の試算 

次の仮定の下に工事単価の再検討を試みる。 

・基準工事費＝600 ドル／㎡ 

・日秘の設計内容の差＋今後の建設費高騰要因（石油価格→輸送費、鋼材）による増

加率＝50％ 

    以上より直接工事費＝600 ドル／㎡ｘ1.50＝900 ドル／㎡ 

＝900 ドル／㎡ｘ115 円/＄＝103,500 円／㎡ 

と算定される。 

また間接工事費は日秘友好病院（8230 ㎡）の 4 億 2,400 万円を例に取ると約 51,500

円／㎡と計算される。従って平米当たりの建設工事単価は以下のとおりである。 

103,500 円／㎡＋51,500 円/㎡＝155,000 円／㎡→150,000 円／㎡ 

 

 ２）機材代理店情報 

   a ）JP REHAB SRL 

     設立  ：1999 年 

     資本金 ：22 万米ドル 

     売上高 ：41 万米ドル（2003）、55 万米ドル（2004） 

     従業員数：14 名 

     取扱機材：物理療法機材（ENRAF 他）他 

     アフターサービス：４名 

 事務所内にショールームを設置し、積極的に販売を展開している。主に理学療法機器や

器具を専門に販売している。修理スタッフは若く経験が浅いが、社長がメーカー研修を受

け、それを社員に教えており、物理療法機材の修理は十分に可能である。 

   ｂ）SURGICAL MEDICAL SRL 

     設立  ：1996 年 
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     資本金 ：６万４千米ドル 

     売上高 ：110 万米ドル（2003）、103 万米ドル（2004） 

     従業員数：28 名 

     取扱機材：物理療法機材（CHATTANOOGA 他）他 

     アフターサービス：７名 

 本社以外に、全国に５箇所の営業所を設置し、消耗品部材なども販売している。取引企

業社数は 25 社あり、診断関係機材も扱っている。リマ市内に修理専門の事務所を持ってお

り、CT を修理した実績もある。修理能力は高い。また、社外エンジニアのネットワークを

持っており、必要に応じて契約ベースで精密機器の修理を社外発注することもある。 

   ｃ）PHYMED SRL 

     設立  ：1996 年 

     資本金 ：３万米ドル 

     売上高 ：56 万米ドル（2003）、73 万米ドル（2004） 

     従業員数：15 名 

     取扱機材：物理療法機材（CHATTANOOGA 他）他 

     アフターサービス：３名 

 本年 11 月に本社を拡張移転し、修理部門を充実させる。物理療法機材を中心に、9 社と

取引関係がある。社長自身が電子工学修士の学歴を持っており修理能力は高い。 

   ｄ）ASHECO 

     設立  ：1958 年 

     資本金 ：100 万米ドル 

     売上高 ：295 万米ドル（2003）、256 万米ドル（2004） 

     従業員数：37 名 

     取扱機材：診断機器（Medtronic 他）他 

     アフターサービス：６名 

 設立後 50 年近くを迎える老舗の同族会社。現社長の長男である副社長が業務責任者をと

務めている。医療機材よりも消耗品の販売が多い。修理部門はオシロスコープなどの機材

が揃っているが、スタッフは全員不在で、直接に修理技術レベルを調査することは出来な

かった。リハビリ専門センターの下部尿路機能検査装置を納入したが、修理に手間取って

いる。 

   ｅ）MAM REPRESENTACIONES SAC 

     設立  ：1972 年 

     資本金 ：34 万米ドル 

     売上高 ：315 万米ドル（2003）、370 万米ドル（2004） 

     従業員数：12 名 

     取扱機材：ラボラトリー機材（CARL ZAISS 他） 

     アフターサービス：４名 

 ラボラトリー機材を専門に、着実に業績を伸ばしており、事務所内には、生産中止とな

ったために交換部品が手に入らなくなった機材を修理するための、部品作成工房がある。

修理能力は極めて高い。 
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   ｆ）TECNOMED SA 

     設立  ：1962 年 

     資本金 ：60 万米ドル 

     売上高 ：85 万米ドル（2003）、69 万米ドル（2004） 

     従業員数：25 名 

     取扱機材：検査及びモニター機器（日本光電、富士光学、他） 

     アフターサービス：４名 

 日系人が販売部長を務めており、日本式の繊細な部品管理を社内で徹底させている。修

理工房も広く、ファイバースコープなどの超精密機器を社内で修理する能力があり、スタ

ッフの技術は極めて高い。 

   ｇ）PANADEX SA 

     設立  ：1992 年 

     資本金 ：７万米ドル 

     売上高 ：43 万米ドル（2002）、55 万米ドル（2003） 

     従業員数：23 名 

     取扱機材：視聴覚機材（SIEMENSE 補聴器、Interacoustics、他） 

     アフターサービス：２名 

 一般ユーザー向け補聴器と医療施設向け視聴覚検査機器の両方を販売している。前者は、

全国 8 箇所で店頭販売。SIEMENSE 社との取引は 10 年に及び、３万米ドルのクレジットと

D/A60 日支払い（＊註１）の信用がある。アフター要員の内の１名はモスクワ工業大学卒

の社長であり、自ら修理も担当している。修理能力は極めて高い。 

＊註１：D/A は貿易用語で Document Against Acceptance の略。輸出入取引では、輸入者

の信用度に不安がある場合、輸出者が輸入者に銀行信用状の発行を求めるか、代

金を支払わないと貨物が受け取れない D/P（Document Against Payment）を支払

条件とするが、信頼関係の構築後は、貨物を受け取ってから支払いまでに猶予期

間を設ける D/A を支払条件とする場合が多く、貨物を受け取ってから一定の猶予

期間後に代金が銀行口座から輸出者に支払われる。D/A は、先進国間の企業取引

では一般的な支払条件で、猶予期間は 60 日から 90 日が も多い。          

   ｈ）PHILLIPS MEDICAL SYSTEMS、PERU 

     設立  ：1939 年 

     売上高 ：250 万米ドル（2003）、280 万米ドル（2004） 

          ＊MRI、X 線、超音波診断部門のみ 

 オランダ大手総合企業の現地法人。同社によれば、CT大手3社の市場占有率は、GE４０％、

SIEMENCE３０％、PHILLIPS２０％とのことである。修理能力に問題はない。 

   i ）CYE MEDICA 

     設立  ：1990 年 

     売上高 ：120 万米ドル（2003）、160 万米ドル（2004） 

     従業員数：30 名 

     取扱機材：検査診断機器（GE） 

     アフターサービス：９名 
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 GE（米国医療機器 大手）の X 線、超音波診断他検査機器を専門に販 売している総代

理店。1997 年度案件「第２次リマ市国立病院医療機材整備計画」にて、Hospital Nacional 

Cayetano Heredia にＣＴを納入した。修理に関する能力は高い。 

(4)SNIP（Sitema Nacional para Invención Publica :公共投資制度） 

１）公共投資の適正実施を目的とするプロジェクトサイクルに沿って必要な事前検証、実施監理、

事後評価の基準を定めた制度で、法－27293 に規定されている。以下の段階に分かれている。 

a）Pre-invencion（調査・計画策定段階） 

①Profile→報告書を作成し保健省へ提出→承認（申請を受理してから 大 30 日） 

②Pre Feasibility→報告書を作成し保健省へ提出(4～6 ヶ月) 

→承認（申請を受理してから 大 45 日） 

③Feasibility→施設・機材のコストの算出(約 2 ヶ月)→財務省にて承認( 大 45 日) 

⇒Viability が財務省から発出 

 ＊この段階で、施設については施設面積（㎡）、施設単価が決定され、機材については仕様

が決定される。 

ｂ) Invencion（設計・施工段階） 

①Definitive Studies(technical profile)→具体的な案の作成（図面等） 

→Viability にて承認された金額から 10%以内の増減であれば、変更可能. 

②プロジェクトの実施 

 c)Post Investment 段階：（評価/運転維持管理段階） 

    

2)公共投資の額によって行う検証方法は異なる。Pre-invension ステージの事前検証については

以下のとおりである。 

投 資 金 額 Profiling Pre-FS FS 

＄30,000～ ＄600,000 

＄600,000～＄1,800,000 

＞＄1,800,000 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ ○ 

    

（5）建設許可制度 

１）設計、施工に関する法律 

住宅省が制定した国家建設規則（Reglamento Nacional de Construc ciones）が大統領令

NO.039-70-VI、1970 年 8 月１日、および同 063-70-VI、1970 年 9 月 15 日によって法令化され

た。同規則は法律と技術基準を併せ持たせたような内容を持ち、建築物に対する制限規定と設

計にかかる推奨基準等が混在している。 

 

２）建築許可制度 

国土防衛にかかる建築物を除く全ての建築物は施工前に建設許可取得を要することが上記の

規則に規定されている。管轄機関は各市（区）役所である。 

 

３）集団規定 

建物の集団規定（高さ、壁面線、建蔽率、他）は各市（区）が制定している。市（区）役所

では土地の区画毎に規制内容を記した台帳を有しており、設計者は設計に先立ってそれを閲覧

する必要がある。 
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 ４）建築物の設計者の資格要件 

建築の意匠設計に関しては建築家学会(Colegio de Arquitecto)に所属する建築家であること、

構造設計や設備設計に関してはそれぞれの専門分野別の学会に所属していることが設計者の要

件である。 

 

 ５）建設許可と SNIP との関係 

建築許可申請は SNIP 制度に沿って言えば投資段階に行われる行為であるが、許可自体は国家

建設規則に基づいて建設予定地の市（区）役所が行う行為であり、財務省が関与する事柄では

なく相互の関係はない。この段階で財務省の審査を受けることはない。 

 

３．その他資料、情報等：特になし 

 

 


	添付資料
	2 詳細協議議事録
	3 建設予定地の測量図
	4 既存建物平面図
	5 既存機材リスト
	6 要請機材リストと検討すべき注意事項

	付属資料


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




